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  平成 29年度第 9回日野市在宅高齢者療養推進協議会（平成 30年２月２3日） 

 

 

 

検討部会における平成２９年度の取組状況及び平成３０年度の事業展開について 

 

 

１ 検討部会における平成２９年度の取組状況 

 （１）在宅高齢者療養推進協議会 検討部会の開催（年間４回開催） 

回数 開 催 日 時 内  容 

第 1回 平成 29 年  6 月  6 日 18 時 30 分～ 
・平成 29 年度の検討スケジュール等の確認 

・市民啓発イベントの開催方針の検討 など 

第 2回 平成 29 年  8 月 15 日 18 時 30 分～ 
・勉強会の開催の検討 

・市民啓発イベントの検討 など 

第 3回 平成 29 年 11 月 21 日 18 時 30 分～ 
・日野市在宅療養体制構築のための基本方針の策定について（報告） 

・勉強会の開催、市民啓発イベントの検討 など 

第 4回 平成 30 年  1 月 23 日 18 時 30 分～ 
・市民啓発イベントの検討（最終）、次年度の活動方針の検討 

・医療計画策定に伴うアンケート案について など 

 

 

（２）介護と医療の連携推進勉強会の開催（年間４回開催【一部予定】） 

回数 目的 開催日時 参加人数 

第 1回 第一段階：顔の見える関係づくり 平成 29 年  6 月 30 日 19 時 30 分～ ５０人 

第 2回 第ニ段階：ステップアップ 
平成 29 年 9 月 29 日 19 時 30 分～ 

テーマ：多職種で支える末期がん患者の看取り 
５７人 

第 3回 第一段階：顔の見える関係づくり 平成 29 年 12 月 22 日 19 時 30 分～ ４３人 

第 4回 

（予定） 
第二段階：ステップアップ 
認知症疾患医療センター（平川病院）との共催 

平成 30 年  3 月 9 日 19 時 30 分～ 

テーマ：多職種協働による認知症支援 
 

  ※勉強会では、毎回出席者に対し、介護と医療の連携シート、多職種連携ガイドの周知啓発を実施。 

 

 

 （３）在宅療養に関する市民啓発イベントの開催（年間１回開催予定： 新規事業  ） 

 開 催 日 時 内 容 

平成 30 年 2 月 25 日 午後 1 時～午後 4 時 

（予定） 

イベント名「ひの在宅医療・介護サービスフェア」 

講演（ドキュメンタリー映像・パネルディスカッション） 

パネル展示・福祉用具・医療機器等の展示・介護食の試食など 

 

裏面があります 
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２ 平成３０年度の事業展開（予定） 

 （１）日野市における在宅療養に関連する各事業 

国が定める在宅医療・介護連携推進事業を基本に、第３期日野市高齢者福祉総合計画に 

沿って事業展開を進める予定です（下表のア～クの事業のとおり）。 

また、平成３０年度より在宅療養を支援する部署（在宅療養支援課）の新設を予定して 

おり、部署新設された場合は、在宅療養に関連する各事業が高齢福祉課から在宅療養 

支援課に移管します。 

また、在宅療養の支援体制を構築し、地域包括ケアシステムの充実を目指す市民の皆様 

と関係者の皆様の共通の指針として「日野市在宅療養体制構築のための基本方針」の  

策定も進めてまいります。 

 

  

≪日野市における平成３０年度の在宅療養関連事業≫ 

※ 事  業  名 方向性 取組みの内容（予定） 

ア 連携支援ツールの普及啓発 継続実施予定 電子版多職種連携ガイドの運用 

イ 在宅高齢者療養推進協議会検討部会 継続実施予定 年４回～６回程度開催 

ウ 在宅療養高齢者一時入院支援事業 継続実施予定 日野市立病院の２病床を通年確保 

エ 連携支援ツールの普及啓発 継続実施予定 介護と医療の連携シートの普及啓発 

オ 在宅療養高齢者等支援窓口事業 継続実施予定 日野市立病院への業務委託 

カ 医療と介護の連携推進勉強会 継続実施予定 年４回程度開催 

キ 在宅療養の普及啓発 継続実施予定 詳細は検討部会で検討 

ク 
二次医療圏内の関係市町村の連携体

制の構築 
継続実施予定 南多摩保健所主催の意見交換会への参加 

  ※国が定める在宅医療・介護連携推進事業のメニュー 

 

 

（２）医療と介護の連携推進勉強会について 

これまでの市及び地域包括支援センター主催による医療と介護の連携推進勉強会は、実施 

手法の改善を図りながら今後も継続的に実施し、関係者間の顔の見える関係づくりを進め 

ます。 

また、市や地域包括支援センター以外の機関や団体等が多職種による勉強会・研修会を実 

施している場合もありますので、そのような実施主体とも積極的に連携・協力しながら、 

勉強会の参加機会を量的に増やすとともに、質の向上にも努めます。 


